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三条市農業委員会総会議事録

日 時 令和２年２月２８日 午前９時３０分

場 所 三条市役所 本庁舎４階全員協議会室

会議に付した議題

議第 １号 農用地利用集積計画の承認について

議第 ２号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について

議第 ３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

議第 ４号 事業計画変更申請について

議第 ５号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て

議第 ６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て

報告事項 報第 １号 第１調査部会の調査結果報告について

報第 ２号 農地法第１８条第６項の規定による解約通知について

報第 ３号 農用地利用集積計画（利用権設定）の解約通知について

報第 ４号 作付変更届について

報第 ５号 農地法第３条の３第１項の届出について

報第 ６号 あっせん譲受等候補者名簿の登載について

農業委員出席委員 １７名

２番 阿 部 眞佐雄 委員 ３番 小 川 弘 樹 委員

４番 渡 邊 勝 夫 委員 ５番 田 邉 敦 子 委員

６番 三 師 満 夫 委員 ７番 五十嵐 秀 一 委員

８番 小 林 茂 宏 委員 ９番 坂 井 浩 行 委員

１０番 原 田 勝 委員 １１番 渡 邉 一 英 委員

１２番 廣 川 哲 也 委員 １３番 清 野 秀 作 委員

１４番 佐 藤 秀 樹 委員 １５番 佐 藤 一 富 委員

１７番 熊 倉 睦 委員 １８番 田 邉 稔 委員

１９番 佐 藤 裕 雄 委員

農業委員欠席委員 ２名

１番 野 﨑 文 夫 委員 １６番 藤 田 吉 則 委員

推進委員出席委員 １８名
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飯 栄三千 委員 稲 田 守 委員

井 上 利 弥 委員 内 山 清 委員

内 山 敏 雄 委員 大 桃 伸 之 委員

刈 屋 一 夫 委員 澤 利 嗣 委員

蒲 澤 正 委員 北 澤 正 之 委員

桒 原 一 郎 委員 捧 幸 伸 委員

長谷川 淨 二 委員 原 田 孝 一 委員

松 岡 博 一 委員 田 精 一 委員

吉 田 昇 委員 渡 邉 正 委員

推進委員欠席委員 なし

職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 清 水 学

経営基盤係係長 早 川 実

経営基盤係主任 長谷川 義 隆

臨 時 職 員 渡 辺 真 那

午前９時３０分 開会及び開議

議長（佐藤会長代理）

それでは、時間になりましたので、定例総会を開会いたします。

（挨拶 略）

これより会議に入ります。

最初に出席状況をお知らせいたします。農業委員定員１９名のところ、現在員１９名、

出席１７名、欠席２名で会議は成立いたします。

なお、議事録の署名委員につきましては、定めにより私から指名いたします。５番、

田邉敦子委員、１５番、佐藤一富委員を指名いたしますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

議事に入る前に、皆さんにお諮りをしたいと思います。議第１号、議第２号及び議第

６号に議事参与の制限に該当する方がいらっしゃいますが、三条市農業委員会会議規則

第１４条ただし書きに基づき、皆様のご同意をいただいて議事を進めてまいりたいと思

いますが、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（佐藤会長代理）

それでは、ご同意をいただきましたので、そのように進めさせていただきます。

それでは、早速議事に入ります。

議第１号『農用地利用集積計画の承認について』を議題といたします。

事務局、説明願います。
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事務局（清水事務局長）

それでは、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』ご説明をいたします。

最初に、所有権移転に係る案件につきましてご説明をいたします。

２ページをご覧願います。今月の申請は６件で、合計面積２万０，１９６㎡でありま

す。

なお、いずれも先ほど開催されました農地銀行運営委員会で、あっせん委員より報告

をいただいた案件であります。

それでは、１ページにお戻りいただき、６３０番から順にご説明をいたします。

６３０番は、九之曽根地内の農地１筆、５８９㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。

６３１番は、九之曽根地内の農地１筆、３３１㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。

６３２番は、鶴田４丁目地内外の農地計４筆、３，６９３㎡をあっせんによる売買に

より取得したいものであります。価格は、１０ａ当たり約〇〇〇円であります。

６３３番は、柳場新田地内の農地１筆、６２１㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものであります。価格は、１０ａ当たり約〇〇〇円であります。

２ページをお願いいたします。

６３４番は、島川原地内の農地５筆、１万４，２９０㎡をあっせんによる売買により

取得したいものであります。価格は、１０ａ当たり約〇〇〇円であります。

６３５番は、金子新田地内の農地１筆、６７２㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものであります。価格は、１０ａ当たり約〇〇〇円であります。

続きまして、利用権設定に係る案件につきましてご説明をいたします。

２４ページをご覧願います。今月の申請は、新規設定５０件、面積２８万４，７９４．

８７㎡、再設定１０件、面積４万２，０８２㎡、合計では６０件、面積３２万６，８７

６．８７㎡であります。

それでは、３ページにお戻りをいただき、６３６番から順にご説明をいたします。

なお、利用権を設定する者、受ける者、契約の種類、期間及び１０ａ当たり賃借料に

つきましては記載のとおりですので、説明を省略させていただきます。

６３６番から１１ページの６６４番までの２９件は、相対で、それぞれ新規に利用権

設定をするものであります。

６３６番は、小古瀬地内の農地１筆、３，８３９㎡。

６３７番は、善久寺地内の農地１筆、５，１７６㎡。

６３８番は、善久寺地内の農地１筆、６，０６９㎡。

６３９番は、中曽根新田地内の農地１筆、４，８７１㎡。

４ページをお願いいたします。

６４０番は、大谷地地内の農地１筆、１，９８０㎡。

６４１番は、諏訪１丁目地内の農地１筆、４２０．７８㎡。

６４２番は、中島地内外の農地計８筆、２万９，６９５㎡。
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６４３番は、善久寺地内の農地１筆、１，０２０㎡。

６４４番は、鬼木地内の農地２筆、７，３１９㎡。

６４５番は、鬼木地内の農地２筆、６，７４８㎡。

６４６番は、鬼木地内の農地２筆、６，７５３㎡。

６ページをお願いいたします。

６４７番は、鬼木地内の農地１筆、４，０３６㎡。

６４８番は、鬼木地内の農地８筆、５，４１４．５０㎡。

６４９番は、鬼木地内の農地１筆、３８８㎡。

６５０番は、吉野屋地内の農地１筆、２，６４０㎡。

６５１番は、駒込地内の農地６筆、４，２１８㎡。

６５２番は、鶴田地内の農地１筆、１，７０９㎡。

８ページをお願いいたします。

６５３番は、鶴田地内の農地１筆、１，９３７㎡。

６５４番は、諏訪１丁目地内の農地１筆、４２０．７８㎡。

６５５番は、北五百川地内の農地１筆、３，１１７㎡。

６５６番は、諏訪１丁目地内の農地１筆、８４２．５２㎡。

６５７番は、栗林地内の農地３筆、１，６４９㎡。

６５８番は、諏訪３丁目地内の農地１８筆、７，９２８㎡。

１０ページをお願いいたします。

６５９番は、帯織南地内の農地１筆、９，３７８㎡。

６６０番は、岩淵地内の農地１筆、１，７０３㎡。

６６１番は、楢山地内の農地２筆、４，６６３㎡。

６６２番は、笹岡地内の農地２筆、４，９１３㎡。

６６３番は、駒込地内の農地２筆、１，２０３㎡。

６６４番は、中浦地内の農地９筆、５，５１４㎡。

以上、２９件は、相対で、新規に、それぞれ利用権設定をするものであります。

次の６６５番から２０ページの６８５番までの２１件は、農地中間管理事業に伴い、

公益社団法人新潟県農林公社が、新規に、利用権を設定するものであります。

それでは、６６５番から順にご説明をいたします。

６６５番は、金子新田地内の農地２筆、１，８８１㎡。

１２ページをお願いいたします。

６６６番は、新光地内外の農地計１４筆、９，２２８㎡。

６６７番は、石上３丁目地内の農地１筆、３９３㎡。

６６８番は、井栗地内外の農地計１８筆、２万２，０５８㎡。

６６９番は、東大崎１丁目地内の農地２筆、４，１２４㎡。

１４ページをお願いいたします。

６７０番は、上保内地内の農地１筆、１，０３１㎡。

６７１番は、長嶺地内外の農地計７筆、９，８４５．２９㎡。
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６７２番は、吉田地内の農地１０筆、１万１，３２４㎡。

６７３番は、吉田地内の農地１筆、３，００５㎡。

６７４番は、月岡地内外の農地計３１筆、１万７，９９４㎡。

１６ページをお願いいたします。

６７５番は、大島地内の農地７筆、７，１７７㎡。

６７６番は、大島地内の農地４筆、３，０７３㎡。

６７７番は、代官島地内の農地５筆、４，２８２㎡。

６７８番は、荻島地内の農地２筆、２，０４２㎡。

１８ページをお願いいたします。

６７９番は、荻島地内の農地７筆、７，１３７㎡。

６８０番は、荻島地内の農地１５筆、１万０，５５０㎡。

６８１番は、鬼木地内の農地３筆、５，７４０㎡。

６８２番は、笹岡地内の農地３筆、６，０８２㎡。

６８３番は、笹岡地内の農地４筆、７，７０１㎡。

２０ページをお願いいたします。

６８４番は、濁沢地内の農地７筆、６，８１２㎡。

６８５番は、濁沢地内の農地９筆、７，７５１㎡。

以上、２１件は、新潟県農林公社が、新規に、利用権設定をするものであります。

次の６８６番から２３ページの６９５番までの１０件につきましては、再設定であり

ますので、説明を省略させていただきます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

議長（佐藤会長代理）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入る前に、先日調査部会で調査をいただいておりますので、その結

果を報告願います。

第１調査部会長は、私の隣に着席願います。

１１番、渡邉一英委員。

第１調査部会長（１１番渡邉一英委員）

改めましておはようございます。それでは、第１調査部会の調査結果について、ご報

告いたします。

第１調査部会では、２月２５日午前９時から厚生福祉会館第２集会室におきまして、

会議を開催いたしました。

事務局より日程説明、議案説明を受け、全案件について意見決定を経て、午前１０時

５０分に閉会いたしました。

ただいま意見が求められております、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』

は、所有権移転６件、新規設定５０件、再設定１０件、合計件数６６件、面積３４万７，

０７２．８７㎡で、書類審査及び事務局から詳細説明を受け、新潟県農林公社が、利用
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権設定をする案件以外の４５件につきましては、いずれも農地の効率的利用、農作業に

常時従事すると認められることなど、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

を満たしており、また、新潟県農林公社が利用権設定をする２１件につきましても、い

ずれも農地中間管理事業を推進し、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図ること

から、全件承認相当といたしました。

以上です。

議長（佐藤会長代理）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

なお、委員の質問等の発言については、挙手をし、発言を求め、議長の許可を得てか

ら発言をお願いいたします。

小林委員。

８番（小林茂宏委員）

８番、小林です。

番号が６５９番の利用権の設定を受ける、渡前の〇〇〇〇さんという法人は、どうい

った組織なのかお聞かせいただきたいと思います。

議長（佐藤会長代理）

事務局。

事務局（早川経営基盤係係長）

こちらの６５９番の利用権設定を受ける、渡前の〇〇〇〇という法人さんなんですけ

れども、もともと個人で農業やっていらっしゃる代表の方が、ご家族とほかの方を含め

て法人化した形となっております。一応農地所有適格法人の資格を持っている形で株式

会社として法人の登記もされて、県等、そういったところともお話を詰めて立ち上げた

ということになっておりますので、もともと代表の方が持っている農地をそのまま〇〇

〇〇さんのほうに移していくという形になるかと思われます。

以上です。

議長（佐藤会長代理）

小林委員。

８番（小林茂宏委員）

ありがとうございます。なんですけど、ここのとこの経営面積、労働力は全部ゼロな

んですか。

議長（佐藤会長代理）

局長。

事務局（清水事務局長）

設立されたばかりでございますんで、承認を受けて利用権設定をされて経営開始して

から、経営面積、それから労働力についても、載せさせていただく予定でございます。

よろしくお願いいたします。
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議長（佐藤会長代理）

よろしいですか。

８番（小林茂宏委員）

どうもありがとうございました。

議長（佐藤会長代理）

田邉委員。

５番（田邉敦子委員）

５番、田邉です。

新潟県農林公社を利用権設定するに当たり、賃借権と使用貸借権の違いは何でしょう

か。

議長（佐藤会長代理）

事務局。

事務局（清水事務局長）

農林公社も含めてですが、基盤強化促進法の中で利用権設定する場合に、お金を払っ

て借りる賃借権の場合と、それからお金を払わない使用貸借によって借りる場合があり

ます。大概使用貸借で借りられるところについては、耕作をしない、要は管理してほし

いというふうな形で、一緒に借りてもらえないかということで利用権設定されています。

中間管理事業については農協さんが相談を受けて、この土地については賃借権でお金を

払って借りる、それからこの部分については管理だけをしてほしいからということで、

お金は払えないけども、管理はしましょうということで利用権設定をするという形で、

おのおの違いはそうないんですが、ただやっぱり米を作ってお金をもらえるところは払

って、賃借権でもってお金を払います。管理だけのものについては、管理費等もあるた

め、お金は払えないけどもということで、使用貸借権の設定でやられているということ

でございます。

以上でございます。

議長（佐藤会長代理）

小川委員。

３番（小川弘樹委員）

３番、小川です。

ちょっと細かい質問になるかもしれません。中間管理機構の経営面積というのは、こ

れは何の数字なんでしょうか。

議長（佐藤会長代理）

事務局。

事務局（清水事務局長）

中間管理機構のところで、経営面積というのは基本的には一度、農地中間管理機構へ

出して、県の公告がなされるまでの間は中間管理機構へ移っていますから、それが積み

上がった面積です。中間管理事業の場合は、県公告がなされて初めて借り受け人のほう

の経営面積に入っていくもんですから、農林公社の経営面積というのは、実際には経営
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面積ではないんですが、県公告がなされる前のものが農林公社の経営面積というような

形で掲載をさせていただいているところでございます。

以上でございます。

３番（小川弘樹委員）

ありがとうございました。

議長（佐藤会長代理）

では、お諮りをいたします。

議第１号につきましては、ただいま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異

議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（佐藤会長代理）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（佐藤会長代理）

続きまして、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』を議題と

いたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』ご説明をい

たします。

３０ページをご覧願います。今月、意見を求められている案件は、新規設定１９件、

面積１４万９，２３０．２９㎡、利用権移転１件、面積２万１，８１６㎡、合計では２

０件、面積１７万１，０４６．２９㎡であります。

２５ページにお戻りをいただき、１番から順にご説明をいたします。

なお、「議第２号参考」といたしまして、本年１月１０日現在の「借受希望者リスト」

を送付させていただきましたが、議案２５ページの４番の借り受け人外５名の方につき

ましては、１月１０日現在の「借受希望者リスト」には登載をされておりませんが、今

後予定をしております臨時募集に応募され、配分計画の県公告の予定日、令和２年４月

２８日までに登載される予定となっております。

それでは、配分計画（案）をご説明いたします。一番左側の番号欄の括弧内に記載し

ております番号は、先ほどご審議をいただきました、議第１号『農用地利用集積計画の

承認について』に対応する番号でございます。

なお、借り受け人、契約の種類、期間及び１０ａ当たり賃借料、受け人の状況につき

ましては記載のとおりですので、説明を省略させていただきます。

１番は、金子新田地内の農地２筆、１，８８１㎡。

２番は、新光地内外の農地計６筆、３，５３５㎡。

３番は、栗林地内外の農地計８筆、５，６９３㎡。

４番は、石上３丁目地内の農地１筆、３９３㎡。
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５番は、井栗地内外の農地計１８筆、２万２，０５８㎡。

２６ページをお願いいたします。

６番は、東大崎１丁目地内の農地２筆、４，１２４㎡。

７番は、上保内地内の農地１筆、１，０３１㎡。

８番は、長嶺地内外の農地計６筆、９，０１５．２９㎡。

９番は、長嶺地内の農地１筆、８３０㎡。

１０番は、吉田地内の農地９筆、８，３２５㎡。

１１番は、吉田地内の農地２筆、６，００４㎡。

１２番は、月岡地内外の農地計３１筆、１万７，９９４㎡。

２８ページをお願いいたします。

１３番は、代官島地内外の農地計２５筆、２万３，７１１㎡。

１４番は、荻島地内の農地１５筆、１万０，５５０㎡。

１５番は、鬼木地内の農地３筆、５，７４０㎡。

１６番は、笹岡地内の農地３筆、６，０８２㎡。

１７番は、笹岡地内の農地４筆、７，７０１㎡。

３０ページをお願いいたします。

１８番は、濁沢地内の農地７筆、６，８１２㎡。

１９番は、濁沢地内の農地９筆、７，７５１㎡。

以上、１９件は、それぞれ記載の借り受け人に、新規に、貸付けをしたいとするもの

でございます。

続きまして、利用権移転の案件につきまして、ご説明をいたします。

２０番は、平成３０年１２月の総会におきまして、異議ないものとして、県公告がさ

れました利用配分計画のうち、記載の白山新田地内の農地７筆、２万１，８１６㎡につ

いて、耕作者の変更がありましたので、その残存期間について利用権移転をするもので

あります。

以上、１件は、記載の借り受け人に利用権移転をしたいとするものでございます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

議長（佐藤会長代理）

ありがとうございました。

それでは、本件についても、質疑の前に、調査部会の調査結果報告を願います。

１１番、渡邉一英委員。

第１調査部会長（１１番渡邉一英委員）

議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、新規設定１９件、

利用権移転１件、合計件数２０件、面積１７万１，０４６．２９㎡で、農用地の利用の

効率化及び高度化の促進を図る観点から、全件異議ないものと認めるという意見であり

ます。

以上です。
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議長（佐藤会長代理）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第２号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（佐藤会長代理）

それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、農用地

の利用の効率化及び高度化の促進を図る観点から異議ないものと認めることで答申しま

す。

議長（佐藤会長代理）

続きまして、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』を議題

といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』ご説明を

いたします。

３３ページをご覧願います。今月の申請は８件で、合計面積７，９２５㎡であります。

３１ページにお戻りをお願いいたします。

５８番は、曲渕２丁目地内の農地３筆、１０２㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図

るため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円でありま

す。

５９番は、長嶺地内の農地１筆、１９３㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図るため、

売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約〇〇〇円であります。

６０番は、鬼木地内の農地１筆、４４８㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図るため、

売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。

６１番は、大面地内の農地２筆、８０５㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図るため、

売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約〇〇〇円であります。

３２ページをお願いいたします。

６２番は、帯織地内の農地１筆、１２㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図るため、

売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。

６３番は、帯織南地内の農地１筆、６，０１９㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図

るため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円でありま

す。

６４番及び６５番は、代官島地内の農地１筆、１８１㎡と、同じく代官島地内の農地

１筆、１６５㎡を譲り受け人、譲り渡し人が耕作の利便性の向上を図るため、交換する
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ものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

議長（佐藤会長代理）

ありがとうございました。

それでは、本件についても、質疑の前に調査部会の調査結果報告を願います。

１１番、渡邉一英委員。

第１調査部会長（１１番渡邉一英委員）

議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』は、売買によるもの

６件、交換によるもの２件、合計件数８件、面積７，９２５㎡で、書類審査及び現地確

認結果など詳細説明を受け、譲り受け人の経営面積や機械、労働力、技術、下限面積な

どの許可要件を全て満たしており、全件許可相当といたしました。

以上です。

議長（佐藤会長代理）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第３号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（佐藤会長代理）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（佐藤会長代理）

続きまして、議第４号『事業計画変更申請について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第４号『事業計画変更申請について』ご説明をいたします。

３４ページをご覧願います。今月の申請は２件で、合計面積３６３㎡であります。

１９番は、東三条２丁目地内の農地１筆、１９８㎡を売買により取得し、住宅１棟及

び駐車場２台の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当た

り約〇〇〇円であります。場所につきましては、国土交通省長岡国道事務所三条国道出

張所北東１５０ｍ付近で、都市計画用途地域の工業地域内の農地であることから、農用

地区分は第３種農地と判断されます。

なお、本申請につきましては、議第６号の１０９番で農地法第５条の許可申請がなさ

れております。

２０番は、塚野目３丁目地内の農地１筆、１６５㎡を売買により取得し、住宅１棟の

用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇〇〇円で
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あります。場所につきましては、塚野目保育所北側４５０ｍ付近で、住宅等が連たんす

る区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

なお、本申請につきましては、議第６号の１１０番で農地法第５条の許可申請がなさ

れております。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

議長（佐藤会長代理）

ありがとうございました。

それでは、本件についても、質疑の前に調査部会の調査結果報告を願います。

１１番、渡邉一英委員。

第１調査部会長（１１番渡邉一英委員）

議第４号『事業計画変更申請について』は、合計件数２件、面積３６３㎡で、書類審

査及び現地確認結果などの詳細説明を受け、一般基準を満たしており、全件承認相当と

いたしました。

以上です。

議長（佐藤会長代理）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第４号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（佐藤会長代理）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（佐藤会長代理）

続きまして、議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て』ご説明をいたします。

３５ページをご覧願います。今月の申請は１件で、面積２４３㎡であります。

９番は、蝶名林地内の農地３筆、２４３㎡を北側既存宅地１７５．２０㎡と一体利用

し、住宅１棟、物置１棟及び集会所１棟の用地として利用したいものでございます。場

所につきましては、とたにコミュニティセンター東側９５０ｍ付近で、中山間地域に位

置する小集団の生産性の低い農地であることから、農用地区分は第２種農地と判断され

ます。
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以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

議長（佐藤会長代理）

ありがとうございました。

それでは、本件についても、質疑の前に調査部会の調査結果報告を願います。

１１番、渡邉一英委員。

第１調査部会長（１１番渡邉一英委員）

議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合

計件数１件、面積２４３㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、立地基

準及び一般基準を満たしており、許可相当といたしました。

なお、新潟県農業会議への諮問につきましては、不要と判断いたしました。

以上です。

議長（佐藤会長代理）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第５号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（佐藤会長代理）

それでは、異議ないものと認め、許可することといたします。

議長（佐藤会長代理）

続きまして、議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て』ご説明をいたします。

３９ページをご覧願います。今月の申請は１３件で、合計面積１万８，６２２．５３

㎡であります。

３６ページにお戻りをお願いいたします。

１０９番及び１１０番は、先ほどご審議をいただきました、議第４号『事業計画変更

申請について』の１９番、２０番でご説明させていただいた内容と同じでございますの

で、説明は省略させていただきます。

１１１番は、栗林地内の農地２筆、１，１６４㎡を売買により取得し、建て売り住宅

３棟の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇〇

〇円であります。場所につきましては、上林小学校西側１００ｍ付近で、住宅等が連た
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んする地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

１１２番は、四日町地内の農地１筆、２９㎡を売買により取得し、西側既存宅地３３

５．６２㎡と一体利用し、駐車場１１台の用地として利用したいものでございます。土

地の売買価格は、１㎡当たり約〇〇〇円であります。場所につきましては、憩パーク嵐

南西側１５０ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種住居地域内の農地であることから、

農用地区分は第３種農地と判断されます。

１１３番は、曲渕３丁目地内の農地１４筆、７，７１９㎡を売買により取得し、宅地

分譲地３６区画、道路、緑地及び調整池の用地として利用したいものでございます。土

地の売買価格は、１㎡当たり約〇〇〇円であります。場所につきましては、新潟県立三

条高等学校北東２００ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種住居地域内の農地であるこ

とから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

１１４番は、塚野目２丁目地内の農地３筆、２，９１４㎡を売買により取得し、宅地

分譲地１４区画、道路及びごみステーションの用地として利用したいものでございます。

土地の売買価格は、１㎡当たり約〇〇〇円であります。場所につきましては、塚野目保

育所西側５０ｍ付近で、都市計画用途地域の工業地域内の農地であることから、農用地

区分は第３種農地と判断されます。

１１５番は、令和元年７月の総会におきまして、農振農用地区域からの除外について、

やむを得ないものとして認めた案件であります。須戸新田地内の農地２筆、１，８９０

㎡を売買により取得し、工場１棟及び駐車場３０台の用地として利用したいものでござ

います。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇〇〇円であります。場所につきましては、

井栗公民館北側８００ｍ付近で、１０ｈａ以上の集団の農地であることから、農用地区

分は第１種農地と判断されます。なお、転用目的が既存施設の拡張で、既存施設の敷地

面積の２分の１を超えない転用であることから、第１種農地の不許可の例外に該当する

ものと判断されます。

３８ページをお願いします。

１１６番は、上保内地内の農地４筆、８２７㎡を売買により取得し、倉庫１棟、資材

置場及び駐車場７台の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１

㎡当たり約〇〇〇円であります。場所につきましては、保内小学校西南７００ｍ付近で、

住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断され

ます。

１１７番は、月岡２丁目地内の農地７筆、２，４４４㎡を売買により取得し、宅地分

譲地１１区画及び道路の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、

１㎡当たり約〇〇〇円であります。場所につきましては、聖母こども園南東２５０ｍ付

近で、都市計画用途地域の第１種低層住居専用地域内の農地であることから、農用地区

分は第３種農地と判断されます。

１１８番は、新保地内の農地２筆、７５８㎡を売買により取得し、宅地分譲地４区画

の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇〇〇円

であります。場所につきましては、新潟県立三条高等学校南西４００ｍ付近で、都市計
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画用途地域の工業地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されま

す。

１１９番は、新保地内の農地１筆、１０９．５３㎡を使用貸借権の設定により、南側

既存宅地１６９．０１ｍと一体利用し、住宅１棟及びカーポート１棟の用地として利用

したいものでございます。場所につきましては、本成寺公民館北側３５０ｍ付近で、１

０ｈａ以上の集団の農地であることから、農用地区分は第１種農地と判断されます。な

お、転用目的が集落に居住する者の日常生活上必要な施設で、集落に接続して設置され

るものであることから、第１種農地の不許可の例外に該当するものと判断されます。

１２０番は、西本成寺地内の農地１筆、３８５㎡を使用貸借権の設定により、住宅１

等及びカーポート１棟の用地として利用したいものでございます。場所につきましては、

本成寺中学校北東１５０ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地であることから、

農用地区分は第３種農地と判断されます。

１２１番は、下須頃地内の農地１筆、２０㎡を使用貸借権の設定により、通路の用地

として利用したいものでございます。場所につきましては、燕三条駅南東５００ｍ付近

で、都市計画用途地域の商業地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と

判断されます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（佐藤会長代理）

ありがとうございました。

それでは、本件についても、質疑の前に調査部会の調査結果報告をお願いいたします。

１１番、渡邉一英委員。

第１調査部会長（１１番渡邉一英委員）

議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合

計件数１３件、面積１万８，６２２．５３㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説

明を受け、いずれも立地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしまし

た。

なお、１１３番を除き新潟県農業会議への諮問につきましては、不要と判断しました。

以上です。

議長（佐藤会長代理）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

しばらくにしてご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第６号につきま

しては、ただいま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（佐藤会長代理）

それでは、異議ないものと認め、１０９番から１１２番及び１１４番から１２１番の



- 16 -

案件、合計１２件については許可することとし、１１３番の案件については新潟県農業

会議へ諮問し、答申があった後に許可といたします。

第１調査部会長は、自席へお戻りください。ありがとうございました。

議長（佐藤会長代理）

以上で議事が終わりましたので、報告事項に移ります。

報第１号につきましては、ただいま議事の中で報告いただいておりますので、省略を

いたします。

議長（佐藤会長代理）

それでは、報第２号から報第６号まで、続けて事務局より報告願います。

事務局（清水事務局長）

（別添報告書により説明）

議長（佐藤会長代理）

ありがとうございました。

それでは、報告の中でご質問がございましたらご発言いただきたいと思います。

大桃委員。

大桃伸之推進委員

教えていただきたいんですが、報告の第５号の１０４番、１０５番の中で、事由とし

て時効取得とあるんです。これについて、どういうときに時効というのが生じるのでし

ょうか。

議長（佐藤会長代理）

事務局。

事務局（清水事務局長）

時効取得につきましては、基本的には民法上の時効で、例えば２０年経過すると、申

出によって裁判所で時効取得を認めた場合に、所有権移転登記が行われるところでござ

います。時効取得は、周りから誰が見てもその人が所有者であるというふうに思われる、

これまでも税金とかも自分が払っていたり、それから管理も自分がされていて、あそこ

のうちのものだよねと、１０年間そういった管理をしていた場合に申出によって時効取

得されたり、その人が所有者ではないというのを周りの人もわかっているんだけども、

今までもその人が管理をして、税金は払っていないけども、例えば土地改良費は払って

いて20年たった場合や、中には、実は以前あったケースでございますが、農地を取得で

きない方が所有権移転登記の仮登記をして、２０年たったんでということで、それはあ

まり好ましくないんですが、ただ民法上認められていることに対して、農地法の許可が

ないことをもって所有権移転登記を止めることはできませんので、そういった場合に時

効取得ということでなされることがあります。ちょっと分かりづらい説明でしたけども、

あくまでも民法上の規定に基づいて取得をされたというところでございます。よろしく

お願いいたします。
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大桃伸之推進委員

ありがとうございました。

議長（佐藤会長代理）

ほかにないでしょうか。

それでは、報告事項を終わります。

議長（佐藤会長代理）

来月の調査部会開催案内をお願いします。

第２調査部会長、４番、渡邊勝夫委員。

第２調査部会長（４番渡邊勝夫委員）

来月は、第２調査部会の当番でございます。３月２４日午前９時より厚生会館第２集

会室で会議を開催いたします。関係委員は、出席をお願いします。

議長（佐藤会長代理）

ありがとうございました。

なお、来月の総会は、２７日午後３時から開会を予定しております。

それでは、長時間にわたって審議をいただきまして、ありがとうございました。

以上をもちまして、定例総会を閉会いたします。

午前１０時２５分 閉会
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会議の 末を記載し、その相違ないことを証するために、ここに署名捺印する。

三条市農業委員会会長代理

議事録署名委員（ ５番）

議事録署名委員（１５番）


